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      豊島区の「ワンルームマンション税（仮称）」構想に関する
 
                              豊島
                                                         第二部
 
１．何をめざすのか 
 
（１）安心して定住できるまちを造る 
  ①家族世帯の増大 
  ②治安，子育て支援（保育・学校環境）等 
 
２．問題はどこにあるのか 
 
（２）ワンルームマンションの数が多いために住宅ストックのバラン
  （家族世帯の割合を増やしたい，ということか？） 
 
（３）25㎡以下のワンルームマンションは狭すぎるのか？ 
  ①２人以上の世帯として狭い，つまり単身世帯の割合を抑制した
  ②単身世帯としても狭すぎるか？ 
 
３．どのような施策が適切か 
 
（４）家族世帯を「呼び込む」ための誘導政策が大事ではないか？ 
  （ファミリーマンションが増えている他区はどのような施策を行
 
（５）課税よりも，都市計画の見地からの規制等のほうが適切ではな
    ①課税という間接的抑制策よりも，直接的な規制のほうが効果が
   Ａ．条例に基づく規制に対する法的な限界は，どうなっている
   Ｂ．要綱による指導では効果がないのか？ 
  ②現行制度の下で，建物の用途規制（住宅か，オフィスか）に実
  ③ゾーニングの考え方をとれば，豊島区内にはワンルームマンシ
   あるのではないか？ 
   （豊島区をいくつかの地区に分けて，用途地域規制や地区計画
  ④建築時に「負担金」を支払ってもらう方法は有効ではないか？
  ⑤すべてのビル建築に際して「住宅付置義務」を課すことができ
 
（６）仮に税を課する場合，その内容が問題となる。 
  ①課税の目的は何か？ 
   Ａ．25㎡以下のワンルームマンションの新築抑制 
     Ｂ．家族世帯を増やす「インセンティブ」の財源調達 
    （Ｂが主目的だとすれば，3億 3000万円の税収で，何がで
  ②１戸 50万円という負担で，抑制効果があるか？ 
  ③「３階建て以上で，１戸 25㎡以下のものが 15戸以上かつ総
   課税するのでは，大規模で管理状態が比較的よいものを抑制し
   ない小規模なものが増えるのではないか？ 
                                                              
２００２年９月３日 

論点整理 

区法定外税検討会議 
会長 池 上 岳 彦 

スを失しているか？ 

いということか？ 

っているかの研究） 

いか？ 
あるのではないか？ 
のか？ 

効性があるか？ 
ョンに適した地区も 

で規制する必要性？） 
 
ないか？ 

きるのか？） 

戸数の１／３以上」に 
，管理がいきとどか 

           以 上 















 31 

 
 
 
 
 
 
 
 

住宅施策の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１４年４月 
 
 

豊島区都市整備部住宅課 



 30 

住宅施策の概要（目 次） 

   １ 住宅施策と事業経費一覧 ................................................... 1 

   ２ 区営住宅の管理運営 .......................................................... 2 

   ３ 区内の都営住宅と移管方針................................................ 4 

   ４ 福祉住宅の管理運営 .......................................................... 6 

   ５ 区民住宅の管理運営 .......................................................... 10 

   ６ 高齢者向け優良賃貸住宅の供給事業 ................................. 13 

   ７ 安心住まい提供事業 .......................................................... 14 

   ８ 都心共同住宅供給事業....................................................... 16 

   ９ 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業 ................................. 18 

  １０ ファミリー世帯等住み替え家賃助成事業 .......................... 20 

  １１ 住宅建設資金融資あっせん・利子補給事業 ....................... 22 

  １２ 住宅修築資金融資あっせん・利子補給事業 ....................... 23 

  １３ 住宅リフォーム資金助成事業 ............................................ 24 

  １４ 高齢者自立支援住宅改修事業 ............................................ 25 

  １５ 高齢者等入居支援事業（旧：住宅あっせん事業） .................... 27 

  １６ 住宅相談事業 ..................................................................... 28 

  １７ 窓口における住宅相談の状況 ............................................ 29 

≪参考資料≫ 
     東京都豊島区住宅基本条例                30 
     豊島区住宅マスタープランの体系             32 
     豊島区における主な住宅・住環境施策の経緯と実績     33 



 1 

 

１ 住宅施策と事業経費一覧 
（単位：千円） 

 
（住宅費） 

１２年度 
決算 

１３年度 
決算 うち一般財源 

区営住宅の管理 8,575 8,467 ▲ 57,521 

福祉住宅の管理 337,113 339,527 126,641 

区民住宅の管理 761,590 763,222 112,112 

高齢者向け優良賃貸住宅の供給事業  －  6,000 1,500 

安心住まい提供事業 209,174 204,515 77,252 

安心住まい建築利子助成事業 26,975 26,629 26,629 

都心共同住宅供給事業 61,116 0 0 

高齢者世帯等住み替え家賃助成事業 61,149 54,590 33,740 

ファミリー世帯等住み替え家賃助成事業 31,212 24,342 24,342 

住宅建設資金融資あっせん・利子補給事業 11,566 10,691 10,691 

住宅修築資金融資あっせん・利子補給事業 11,753 10,096 9,112 

住宅リフォーム資金助成事業  － 2,993 2,993 

高齢者等入居支援事業（住宅あっせん事業） 2 2 2 

住宅相談事業 450 436 436 

区民住宅建設資金利子補給事業 4,325 4,222 4,222 

区民住宅供給事業 11,572  －  － 

住宅マスタープランの策定 － 3,335 1,445 

住宅対策審議会の運営 － 344 344 

その他、一般事務経費等 1,502 1,863 1,863 

小     計 1,538,074 1,461,274 375,803 

    

≪参考≫ 一般会計 総額 93,286,318 102,235,792   
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２ 区営住宅の管理運営 低所得者 
 

根拠法令 公営住宅法、豊島区営住宅条例 
事業目的 最低居住水準の住宅を住宅市場において自力で確保することが困難な低額所得者に対

して、民間賃貸住宅市場よりも低廉な家賃で住宅を賃貸する。 
 

対象世帯 
(資格要件) 

・区内に引き続き１年以上居住していること 
・現に居住し、または同居しようとする親族があること 
・住宅に困窮していることが明らかであること 
・収入分位 0～25％＝月額所得が 200,000万円以下の世帯であること 
（高齢者、障害者等は、収入分位 0～40％＝月額所得が 268,000万円以下） 
 

事業内容 ●供給のしくみ（事業主体は地方自治体に限定） 
 区による直接建設方式、民間事業者が建設した住宅の買取方式及び借上方式がある。 
豊島区では、都営住宅の区移管を実施するかたちで供給を進めている。老朽化が進んだ

団地については建替えを行っている。 
これまでに建替えを行ったのは１団地（ライブピア長崎２６戸）である。 

●住戸タイプ 
2DKと 3DKが中心で、住戸面積は 2DKで 45㎡程度、3DKで 62㎡程度である。 

●使用料（家賃） 
入居者負担額は、入居者の収入及び住宅の規模、立地条件等を加えて決定する。さらに、

月額所得が 65,000 円以下の世帯には一般減免、母子、障害者、難病患者等に対しては、
特別減額の制度がある。 

使用料の平均は約 29,600 円（１４年度） 
 

事業実績 
等 

●９団地 １５５戸を管理運営（平成１３年度末） 
 名      称 戸数 移管 構造階数 竣工時期等 

1 千川二丁目アパート １５ ３年度 RC、3 階 昭和 52 年 2 月 

2 要町三丁目アパート １５ ３年度 RC、3 階 昭和 54 年 4 月 

3 千早四丁目アパート ３０ ４年度 CB、3 階 昭和 50 年 7 月 

4 ライブピア長崎 ２６ ４年度 RC、3 階 平成 8 年 11 月（建替え） 

5 池袋本町二丁目住宅 １０ ５年度 CB、2 階 昭和 28 年 8 月 

6 高松三丁目アパート  ９ ９年度 RC、3 階 昭和 63 年 1 月 

7 高松三丁目第二アパート １５ ９年度 RC、3 階 平成 1 年 8 月 

8 高松三丁目第三アパート １７ 12 年度 RC、3 階 平成 4 年 2 月 

9 長崎六丁目アパート １８ 13 年度 RC、3 階 平成 7 年 6 月 

 合 計 １５５    
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●入居者の年齢構成（14年度、名義人の年齢別母子世帯を除く） 
名義人の年齢 世帯数 
３０歳未満  ２ 
３０歳～３９歳 ２２ 
４０歳～４９歳 ２４ 
５０歳～５９歳 ２７ 
６０歳～６９歳 ２９ 
７０歳以上 ４９ 

※６５歳以上が 
約４割 

  
募集方法 
 
応募状況 

●公募による抽選 
 
●応募状況 

年 度 
あき家 
募集戸数 

申込者数 
（有資格者） 

倍 率 備    考 

１１年１０月 ２ １７０ ８５倍  

１２年１２月 ２  ７２ ３６倍 家族数３人以上を資格要件に付加 

１３年１０月 ２ ２２０ １１０倍  

  
経費 
コスト 

●事業費（決算額）の推移 

年 度 管理戸数 決算額（千円） うち一般財源 

 ９年度 １２０戸 11,568 ▲59,098 

１０年度 １２０戸 13,850 ▲62,156 

１１年度 １２０戸 9,452 ▲63,581 

１２年度 １３７戸 8,575 ▲67,652 

１３年度 １５５戸 8,467 ▲57,521 

１４年度（予算） １５５戸 18,266 ▲57,327 

※一般財源の「▲」は、使用料や補助金等の収入が支出経費を上回っていることを示す。 

 

●維持管理コスト（１３年度決算） 

財源内訳（千円） 経 費 

（千円） 使用料等 国・都補助 その他 一般財源 

区営住宅 
（１５５戸） 

8,467 51,897 12,105 1,986 ▲57,521 

戸あたり費用 55 335 78 13 ▲371 

※一般財源の「▲」は、使用料や補助金等の収入が支出経費を上回っていることを示す。 
※「戸あたり費用」は経費を１５５戸で除して計算している。 

 

●建設（建替え）コスト 
財源内訳（千円） 総建設費 

（千円） 国・都補助 一般財源 

ライブピア長崎 
（２６戸） 
８年 11月竣工 571,402 351,689 219,713 

戸あたり費用 21,977 13,527 8,450 

※「戸あたり費用」は経費を２６戸で除して計算している。 
※国・都補助：〔全体工事費〕国１／２、都１／４ 
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３ 区内の都営住宅と移管の方針 
 

団地一覧 ●１１団地 １，３３１戸（平成１３年度末） 
 名      称 戸数 建設年度 備 考 欄 

1 西巣鴨二丁目第二アパート  ３４ 平 ９  

2 上池袋二丁目アパート  ３０ 昭６０  

3 要町二丁目アパート  １９ 昭５５  

4 池袋本町三丁目アパート  ５５ 昭４９  

5 巣鴨母子アパート  ２５ 昭３４  

6 北池袋アパート  ９４ 昭４５  

7 高松町アパート １３６ 昭２７ 昭５７年に住戸改善実施 

8 北大塚一丁目アパート １２６ 昭４３ 東部区民事務所 

9 西巣鴨二丁目アパート １７４ 昭４５  

10 南大塚二丁目アパート ４３１ 昭４６ 店舗あり、東部保健福祉センター 

11 駒込二丁目アパート ２０７ 昭５２ 店舗あり 

 合 計 １，３３１   

 
 
 
 
 

移管方針 ●都営住宅移管の基本方針（平成 12年 3月 28日 都区協議会決定） 
「地方自治法等の一部を改正する法律等の施行による都区制度改革実施大綱」 
既設都営住宅の区移管は、次により都区協議の整ったものから行う。 
（ア）移管対象はおおむね１００戸程度までの規模の団地とする。 
（イ）区はそれぞれの区の地域実情等により、個々の団地について東京都と協議 

の上、原則によらないことができる。 
 
●都営住宅特別区移管推進計画（平成 13年 3月 15日 住宅局長決定） 
・平成１３～２２年度までの長期的な移管推進の目標を示す。 
・移管予定戸数は各年度 2,000戸とし、１０年間で概ね 20,000戸を特別区に移管する。 
・全体計画は５年後に見直すものとする。 
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《用語説明》 
 
●収入分位とは 
総務庁の貯蓄動向調査において全国の世帯を収入別に分布させたもの（全国の世帯を年間収入の低

いものから高いものへ順に並べたもの）をいいます。収入分位２５％とは、収入が低い方から２５％

という意味になります。 
この収入分位に対応するかたちで、下記のとおり入居者の収入区分が定められており、入居者資格

や家賃を決める際の基準ともなっています。 
 
（１）公営住宅の場合 
公営住宅は、所得が低位にある者が施策対象であり、原則として、収入分位２５％までが施策対象

となります。また、高齢者、障害者等については４０％までが施策となります。 
 
（２）特定優良賃貸住宅（区民住宅）の場合 
 特定優良賃貸住宅は、所得が中位にある者が施策対象であり、原則として、収入分位２５～５０％

までが施策対象となります。また、地域の住宅事情等を勘案し、知事は８０％まで施策対象を広げる

ことができ、東京都の場合は２５～８０％が施策対象者となっています。 
 

収 入 分 位 収入区分（月額所得） 

０ ～ １０％ ０円 ～ 123,000円 

１０ ～ １５％ 123,001円 ～ 153,000円 

１５ ～ ２０％ 153,001円 ～ 178,000円 

２０ ～ ２５％ 178,001円 ～ 200,000円 

２５ ～ ３２．５％ 200,001円 ～ 238,000円 

３２．５ ～ ４０％ 238,001円 ～ 268,000円 

４０ ～ ５０％ 268,001円 ～ 322,000円 

５０ ～ ８０％ 322,001円 ～ 601,000円 

８０％ ～ 601,001円 ～ 

 

 
※ここでの収入（月額所得）とは、粗収入ではなく、各種の控除をおこなうもので、いわゆる課

税対象額とほぼ類似のものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 

公営 

原則 
公営 
高齢者等 
（福祉住宅） 

特優賃 

（区民住宅）
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４ 福祉住宅の管理運営（シルバーピア） 高齢者等 
 

根拠法令 公営住宅法、豊島区営住宅条例、豊島区立福祉住宅条例 
事業目的 ひとり暮らしや高齢者のみの世帯の高齢者等が、住み慣れた地域で生活を続けられるよ

う、バリアフリー化され生活協力員を配置した住宅を民間賃貸住宅市場よりも低廉な家賃

で賃貸する。 
 

対象世帯 ①高齢者 
・区内に引き続き５年以上住所を有すること 
・６５歳以上のひとり暮らし、または６５歳以上の高齢者のみの世帯 
・住宅に困窮していることが明らかであること 
・収入分位：０～４０％（月額所得が 268,000円以下）の世帯であること 
・身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とする場合は、心身の状

況に応じた介護を受けられること 
②障害者 
・区内に引き続き１年以上住所を有すること 
・「身体障害者手帳」４度以上または「愛の手帳」中程度以上のひとり暮らしの障害者、

または障害者を含む世帯 
・住宅困窮、収入分位、身体状況は高齢者と同様 

③配偶者のいない女子 
・区内に引き続き１年以上住所を有すること 
・配偶者のない女子と１８歳未満の児童のみの世帯 
・住宅に困窮していることが明らかであること 
・収入分位：０～２５％（月額所得が 200,000円以下）の世帯であること 
 

事業内容 
 
入居者の 
状況等 

●供給のしくみ 
 区による直接建設方式、民間事業者が建設した住宅の買取方式及び借上方式がある。 
特定目的の借上公営住宅として、民間事業者の賃貸住宅建設に対して一定の補助を行い

２０年間借り上げるタイプを９団地、区が直接建設を行ったものが５団地ある。 
 
●住戸タイプ 
単身用は 1DKで約 30～35㎡、世帯用は 2DKで約 45㎡程度。バリアフリー化。 

 
●使用料（家賃） 
区営住宅と同様。入居者負担額は、入居者の毎年度の所得区分に応じた基準額に、住宅

規模や立地条件等を加えて決定する。さらに、月額所得が 65,000 円以下の世帯には一般
減免、障害者、難病患者等に対しては、特別減額の制度がある。 
使用料の平均は約 18,000 円（１４年度） 

 
●生活協力員の配置 
団地内に生活協力員室を確保、常住形態 
母子世帯用以外の１３団地に配置、区職員の親族等 
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（１）勤務時間 
月曜から金曜の午前 10～12時、午後４～６時 
ただし、緊急時対応は原則として２４時間対応 

（２）職務内容 
①安否確認自動装置等による安否の確認 
②緊急事態発生時の応急措置、救急車手配・救急車への添乗、関係機関への連絡 
③関係機関への連絡、日誌による区への報告 
④居住者のコミュニティづくり、共同生活の環境づくり 
⑤カギの保管、施設及び設備の管理補助 

（３）報酬等 月額 82,000円（区職員の親族の場合） 
使用料・共益費は免除 

 
●健康・生活アドバイザーの配置（平成１３年度から） 
入居者の高齢化に伴う心身の健康面をサポートすることを目的に保健師１名を、巡回・

訪問のかたちで設置 
・健康状況の相談・把握 
・保健、医療、福祉施策のコーディネートと連携 
・生活協力員への助言、連携 

 
実績等 ●１４団地 ２４０戸を管理運営（平成１３年度末） 

（高齢者向け２２５戸、障害者向け４戸、母子世帯向け１１戸） 
団地一覧 
 形態 名  称 戸数 管理開始 構造階数 備     考 

1 借上 要町つつじ苑 16 平成 3 年 6 月 RC、6 階 世帯用１戸 

2  千川つつじ苑 30 平成 4 年 5 月 RC、3 階 世帯用６戸 

3  巣鴨つつじ苑 13 平成 4 年 12 月 RC、3 階  

4  長崎つつじ苑 30 平成 5 年 5 月 RC、5 階 世帯用２戸 

5 借上 西池袋つつじ苑 13 平成 6 年 5 月 RC、5 階 世帯用１戸 

6 借上 西巣鴨つつじ苑 15 平成 6 年 10 月 RC、3 階 世帯用４戸 

7 借上 南大塚つつじ苑 15 平成 7 年 5 月 RC、3 階 世帯用２戸 

8  南長崎つつじ苑 25 平成 8 年 3 月 RC、4 階 世帯用３戸、障害者用２戸 

9 借上 要町第二つつじ苑 11 平成 9 年 4 月 RC、3 階 母子世帯用１１戸 

10 借上 北大塚つつじ苑 22 平成 9 年 4 月 SRC、11 階 世帯用４戸、障害者用２戸 

11 借上 池袋本町つつじ苑 16 平成 10 年 7 月 RC、3 階 世帯用３戸 

12 借上 池袋つつじ苑 14 平成 10 年 7 月 RC、3 階  

13  高田つつじ苑 10 平成 11 年 2 月 RC、3 階  

14 借上 南長崎第二つつじ苑 10 平成 11 年 9 月 RC、3 階  

  合 計 240   世帯用 26 戸、障害者用４戸 

※要町第二つつじ苑以外はシルバーピアとして生活協力員を配置。 
 ※上記団地のうち１，３，４，８，13 は区立住宅であり、その他は公営住宅である。 
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●入居者の年齢構成（14年度、母子世帯を除く） 
年齢 入居者数 
６５歳未満  ４ 
６５歳～６９歳 １２ 
７０歳～７４歳 ６２ 
７５歳～７９歳 ９２ 
８０歳～８４歳 ４６ 
８５歳～８９歳 ３０ 
９０歳以上  ０ 

平均年齢 
７７歳 

  
募集方法 
 
応募状況 

●公募による抽選 
 
●応募状況 
（あき家） 

単身用 世帯用 
年 度 

募集戸数 
申込者数 
（有資格） 

倍 率 募集戸数 
申込者数 
（有資格） 

倍 率 

 ９年 ５月 ３ １６９ ５６倍 ― ― ― 

１０年 ５月 ３ １８３ ６１倍 ― ― ― 

１０年 ９月 ― ― ― １ ３９ ３９倍 

１１年 ６月 ３ ２３４ ７８倍 ― ― ― 

１２年 ６月 ５ ２５０ ５０倍 １ ２４ ２４倍 

１３年 ６月 ３ ２６１ ８７倍 １ ２７ ２７倍 

１３年１１月 － － － ３ ３０ １０倍 

（新 築） 
単身用 世帯用 

年 度 
募集戸数 

申込者数 
（有資格） 

倍 率 募集戸数 
申込者数 
（有資格） 

倍 率 

１０年 ４月 １４ ２６８ １９倍 ←池袋つつじ苑 ↓池袋本町つつじ苑 

１０年 ４月 １３ １１５  ９倍 ３ ５４ １８倍 

１０年１０月 １０ ２７１ ２７倍 ←高田つつじ苑 

１１年 ５月 １０ ３２８ ３３倍 ←南長崎第二つつじ苑 

  
経費 
コスト 

●事業費（決算額）の推移 

年 度 管理戸数 決算額（千円） うち一般財源 

 ９年度 １９０戸 263,903 34,767 

１０年度 ２３０戸 310,785 106,880 

１１年度 ２４０戸 339,221 126,191 

１２年度 ２４０戸 337,113 121,758 

１３年度 ２４０戸 339,527 126,641 

１４年度（予算） ２４０戸 331,907 119,607 
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●維持管理コスト（１３年度決算） 

財源内訳（千円） 経費 

（千円） 使用料等 国都補助金 その他 一般財源 

福祉住宅 
 １４団地 
 ２４０戸 248,141 61,950 59,168 382 126,641 

戸あたり費用 1,034 258 247 2 528 

※「戸あたり費用」は経費を２４０戸で除して計算している。 

※経費には借上住宅の敷金 91,386 千円を（毎年度支払、返還のため）含んでいない。 

 

●直接建設型 建設コスト（例：公営、千川つつじ苑）（平成４年度竣工） 
財源内訳（千円） 総建設費 

（千円） 国・都補助 一般財源、起債 

千川つつじ苑 
（３０戸） 

770,441 356,227 414,214 

戸あたり費用 25,681 11,874 13,807 

※「戸あたり費用」は経費を３０戸で除して計算している。 
※国・都補助：〔全体工事費〕国１／２、都１／４ 
 

●借上げ型 新規供給（建設補助）コスト 
財源内訳（千円） 建設費補助 

（千円） 国・都補助 一般財源 

≪参考≫ 

総建設費（千円） 

過去８団地 
の平均 
（２０戸の場合） 55,339 34,533 20,806 303,726 

戸あたり費用 2,767 1,727 1,040 15,186 

※「戸あたり費用」は経費を２０戸で除して計算している。 
※建設補助：〔共同施設整備費の２／３〕国１／２、都１／４、区１／４ 
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５ 区民住宅の管理運営（特定優良賃貸住宅） 中堅所得 
ファミリー 

  
根拠法令 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律、豊島区立区民住宅条例 
事業目的 区民の多様な住宅ニーズに対応するため、主として中堅所得者を対象に、地価を顕在化

させない適正な家賃負担で入居できる賃貸住宅の供給を行う。 
 

対象世帯 ・区内に引き続き１年以上居住していること 
・現に居住し、または同居しようとする親族が２人以上あり、かつ、１人以上が義務教育

終了前の児童であること 
・住宅に困窮していることが明らかであること 
・収入分位２５～８０％の世帯であること 
（４人世帯年収：約 510万円～1,058万円）（月額所得：200,000円～601,000円） 
 

事業内容 ●供給のしくみ 
民間事業者による賃貸住宅の建設に対して国・都・区が補助を行い、建設後の賃貸住宅

を区民住宅として区が２０年間借り上げる。 
●住戸タイプ 

2LDKと 3LDKが中心で、住戸面積は 65㎡を中心に 55㎡～70㎡程度。 
●使用料（家賃） 
入居者負担額は、入居者の収入及び住宅の規模、立地条件等を加えて決定し、入居者負

担額と借上契約家賃との差額については家賃補助を行う。原則として入居者負担基準額は

毎年５％（平成 15年度までは 3.5％）ずつ上昇していく、いわゆる傾斜家賃である。 
 
使用料の平均は約 100,000 円（１４年度） 

 
実績 ●１６団地 ３１２戸を管理運営（平成１３年度末） 

 名   称 戸数 管理開始 構造階数 居室面積   利用者負担額 

1 ソシエ西池袋 15 平成 7 年 4 月 RC、6 階 61.6～63.8 ㎡  89,800～176,100 円 

2 ソシエ長崎 12 平成 7 年 4 月 RC、3 階 65.0～65.2 ㎡  91,700～181,600 円 

3 ソシエ東池袋 45 平成 7 年 6 月 SRC、9 階 60.8～64.5 ㎡  88,000～178,700 円 

4 ソシエ巣鴨 12 平成 7 年 7 月 RC、4 階 56.1～67.8 ㎡  85,900～160,400 円 

5 ソシエ西池袋第二 10 平成 7 年 7 月 RC、5 階 55.0～55.1 ㎡  85,700～139,100 円 

6 ソシエ南長崎 12 平成 7 年 11 月 RC、5 階 60.9～67.5 ㎡  86,500～145,800 円 

7 ソシエ駒込 25 平成 7 年 12 月 RC、8 階 56.9～59.9 ㎡  86,200～145,400 円 

8 ソシエ南池袋 47 平成 9 年 2 月 SRC、12 階 56.8～62.8 ㎡  82,900～145,500 円 

9 ソシエ巣鴨第二 10 平成 9 年 4 月 RC、5 階 56.9～59.1 ㎡  82,800～167,500 円 

10 ソシエ要町 14 平成 9 年 4 月 RC、5 階 58.8～63.3 ㎡  82,600～158,500 円 

11 ソシエ北大塚 16 平成 9 年 4 月 SRC、11 階 62.3～62.6 ㎡  86,000～152,100 円 

12 ソシエ駒込第二 23 平成 9 年 4 月 RC、5 階 64.2～67.4 ㎡  86,200～153,400 円 

13 ソシエ南大塚 12 平成 9 年 6 月 SRC、8 階 55.4～69.9 ㎡  81,500～138,000 円 
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14 ソシエ西池袋第三 19 平成 9 年 9 月 RC、4 階 61.3～70.1 ㎡  86,800～149,900 円 

15 ソシエ東池袋第二 29 平成 10 年 2 月 SRC、12 階 65.7～68.5 ㎡  87,500～127,500 円 

16 ソシエ長崎第二 11 平成 12 年 5 月 RC、5 階 64.3～65.2 ㎡  70,400～128,500 円 

 合 計 312     

※１６団地すべて借上げ方式 
※利用者負担額は傾斜家賃で 13年 10月～14年 9月までの金額である。 
 

募集方法 
 
応募状況 

●公募による抽選 
 
●応募状況 
（あき家） 

年 度 
あき家 
募集戸数 

申込者数 
（有資格者） 

倍 率 備    考 

９年５月 ８ ２６ ３．３  

９年７月 ４ １５ ３．８  

１０年５月 ２０ ７０ ３．５  

１１年５月 ２０ ４３ ２．２  

１２年２月 １０ ３１ ３．１  

１２年５月 ２５ ５７ ２．３  

１３年５月 ３０ ４３ １．４  

１４年１月 １０ ３７ ３．７ １３年５月の追加募集 

（新 築） 

年 度 募集戸数 
申込者数 
（有資格者） 

倍 率 備    考 

９年５月 １９ ９２ ３．３ ソシエ西池袋第三 

９年１０月 ２９ ８３ ３．８ ソシエ東池袋第二 

１２年１月 １１ １３１ ３．５ ソシエ長崎第二 

 
 

経費 
コスト 

●事業費（決算額）の推移 

年 度 管理戸数 決算額（千円） うち一般財源 

 ９年度 ３０１戸 683,397 102,686 

１０年度 ３０１戸 743,669 108,201 

１１年度 ３０１戸 746,148 115,457 

１２年度 ３１２戸 761,590 114,768 

１３年度 ３１２戸 763,222 112,112 

１４年度（予算） ３１２戸 754,146 94,801 
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●維持管理コスト（１３年度決算） 

財源内訳（千円） 経 費 

（千円） 使用料等 国都補助金 その他 一般財源 

区民住宅 
 １６団地 
 ３１２戸 619,285 383,529 119,112 4,532 112,112 

戸あたり費用 1,985 1,229 382 15 359 

※「戸あたり費用」は経費を３１２戸で除して計算している。 

※経費には借上住宅の敷金 143,937 千円を（毎年度支払、返還のため）含んでいない。 

 

●借上げ型 新規供給（建設補助）コスト 
財源内訳（千円） 建設費補助 

（千円） 国・都補助 一般財源 

≪参考≫ 

総建設費（千円） 

過去１６団地 
の平均 
（２０戸の場合） 53,080 37,680 15,400 402,390 

戸あたり費用 2,654 1,884 770 20,120 

※「戸あたり費用」は経費を２０戸で除して計算している。 
※建設補助：〔共同施設整備費の２／３〕国１／２、都１／４、区１／４ 
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６ 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業 高齢者 
 

根拠法令 高齢者の居住の安定確保に関する法律 
事業目的 民間活力を活用しながら高齢者向けのバリアフリー化された良質な民間賃貸住宅の供

給を誘導し、高齢者の居住の安定を図る。 
 

対象世帯 ・原則として、区内に居住していること 
・６０歳以上であること、配偶者の場合は６０歳未満でもよい 
・単身者で、身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とする場合は、

心身の状況に応じた介護を受けられること 
・自ら居住するための住宅を必要としていること（持ち家でも可能） 
・収入に基づく要件はなし 
（収入分位が４０％以下（月額所得：268,000円以下）の場合には家賃補助あり。） 
 

募集方法 公募による抽選 
 

事業内容 ●供給のしくみ（公的補助のある民設民営方式） 
民間事業者による建設や既存ストックの改良等に対し、国・都・区が補助を行う。民間

業者が２０年間、法が定める基準により高齢者向け優良賃貸住宅として管理する。 
※建設補助：〔共同施設整備費の２／３〕国１／２、都１／４、区１／４ 

●住戸タイプ 
25㎡以上が必要。バリアフリー化、緊急通報装置及び２４時間対応緊急サービスの設置
は義務。機能的には「福祉住宅」に近い。 
●使用料（家賃） 
入居者負担額は、入居者の収入及び住宅の規模、立地条件等を加えて決定する。入居者

負担額と市場家賃との差額については 25,600円を限度に家賃補助を行う。 
区営住宅よりは高く、民間賃貸住宅よりは安い家賃となる。 
家賃については、一時金を充当することもできる。 

 
実績 計画 １団地 ２７戸（平成１３年度末） 

 
名      称 戸数 竣工予定 階数 備     考 

南池袋三丁目地区 

（雑司谷小学校跡地） 
27 
平成 16 年 12 月 

（着工 14 年秋） 

22 階のうち 

8～10 階 

家賃補助後の家賃 

住戸により５～９万円 

※上記のほか、平成１４年度予算において１５戸分を計上している。 
 

経費 ●事業費の推移 

年 度 内容等 予算額（千円） うち一般財源 

１３年度（決算） 供給計画策定費補助 ２７戸 6,000 1,500 

１４年度（予算） 供給計画策定費補助 １５戸 3,000  750 
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７ 安心住まい提供事業 高齢者等 
 

根拠法令 豊島区安心住まい提供事業実施要綱 
事業目的 立ち退き等により、住宅の確保に緊急を要する高齢者、障害者、ひとり親家庭を対象と

して、区が借上げた民間アパートを所得に応じた低廉な家賃で提供することにより、居住

の安定を確保する。 
対象世帯 ①６５歳以上のひとり暮らし、または６５歳以上の高齢者のみの世帯 

②「身体障害者手帳」４級以上、「愛の手帳」中程度以上の者及びその者を含む世帯 
③ひとり親家庭 
・区内に引き続き２年以上居住していること 
・住宅に困窮していることが明らかであること 
・月額所得が 200,000円以下の世帯であること 
 

利用者の 
決定方法 

困窮度について一定の基準を設定して対象者として登録し、空室をあっせんする。 
※困窮度の指標（立退き期限、障害・身体機能低下、住宅の老朽化、高家賃） 

事業内容 ①借上げ戸数 １９８戸（平成１３年度末） 
（内訳）一棟借上 ２４棟 １８５戸  単身用 １７６戸 
    単室借上  ７棟  １３戸  世帯用  ２２戸 
※一棟借上２４棟のうち７棟（６１戸）にエレベーター有り 

②居室面積 
単身用：２０～２５㎡が中心 世帯用：３５～４０㎡が中心 

③借上げ賃料 
単身用 60,000円～85,000円 程度 
世帯用 105,000円～120,000円 程度 

④住宅利用料 
所得に応じて決定 利用料の平均は 32,３00 円(生活保護受給者を除く) 

（生活保護受給者は住宅扶助額［１４年度］69,800円） 
⑤借上げ住宅の建設にかかる助成制度 
借上げを前提に建設費資金の借入れ利子及び保険料を補助 

 
実績等 ●入居世帯 １９４世帯（平成１３年度末） 

※１９４世帯のうち９５世帯は生活保護受給者 
（内訳）高齢者１４８世帯、障害者３３世帯、ひとり親１３世帯 
 入居世帯の推移 

年度 居室数 
年度末 
入居世帯数 

新規入居数 退去者数 
年度末 
待機者数 

９年度 ２０９ １９８ ２３ １７ ３４ 

１０年度 ２０３ １９５ １６ １９ ３０ 

１１年度 ２０８ １８９ １４ ２０ ４３ 

１２年度 ２００ １９０ ２７ ２４ ３１ 

１３年度 １９８ １９４ ２１ １９ １６ 

 ※居室数の減は、設備不良の単室借上げの解約である。 
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●入居者の住宅困窮理由（平成１３年度） 
住宅困窮理由 入居者数 

老朽化による取壊し ８ 
管理人を解雇 ２ 
競売 １ 

立ち退き 

その他 １ 
身体機能低下 ３ 
高額家賃 ４ 
その他 ２ 

計 ２１ 
 

●退去理由 

 年度 退去者数 死亡 施設入所 長期入院 
公営住宅 
等入居 

その他 

１２年度 ２４ １１ ３ ４ ３ ３ 

１３年度 １９ ８ ７ １ １ ４ 

  
経費 
コスト 
 

●事業費（決算額）の推移 

年 度 戸 数 決算額（千円） うち一般財源 

 ９年度 ２０９戸 230,963 121,888 

１０年度 ２０３戸 233,452 114,401 

１１年度 ２０８戸 227,387 109,776 

１２年度 ２００戸 236,149 111,509 

１３年度 １９８戸 231,144 103,881 

１４年度（予算） １９８戸 259,148 95,120 

※安心住まい建設費利子助成経費を含む。 

 

●維持管理コスト（１３年度決算） 

財源内訳（千円） 経費 

（千円） 利用料 国・都補助 その他 一般財源 

借上住宅 
（１９８戸） 

221,424 116,650 なし 893 103,881 

戸あたり費用 1,118 589 なし 5 525 

※「戸あたり費用」は経費を 198 戸で除して計算している。 

※経費には、安心住まい建設費利子助成経費を含み、借上住宅の敷金 9,720 千円を（毎年 

 度支払、返還のため）含んでいない。 
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８ 都心共同住宅供給事業 
【新規供給休止中】 

根拠法令 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 
事業目的 大都市の都心部において、良質な共同住宅の整備を誘導することにより、居住機能を回

復し、職住近接による豊かな都市生活の実現を図る。 
 

事業内容 ●事業概要 
対象区域内で、民間事業者等が行う良質な共同住宅（賃貸・分譲）を供給する事業につ

いて、都知事が事業計画の認定を行うとともに、認定された事業に対して、国・都・区が

必要な補助を行う。 
●認定にかかる主な要件 
①敷地面積が３００㎡以上 
②階数が３階以上で耐火構造、住宅の戸数が１０戸以上 
③住戸の専用面積が５０㎡以上で２以上の居住室を有すること 
④良好な居住環境を確保していること 
⑤家賃、価格が近傍同種の住宅と均衡を保ったものであること 

●事業のタイプ 
事業には、次の５つのタイプがあり、それぞれに要件が定められている。 
①共同化タイプ（２人以上の地権者の共同化による建築物の整備） 
②市街地環境形成タイプ（良好な景観形成に配慮した建築物の整備） 
③マンション建替タイプ（区分所有者が老朽化したマンションを建替える事業） 
④住宅複合利用タイプ（地価負担の軽減のため住宅を他の施設と複合的に整備） 
⑤優良住宅供給タイプ（優良な住宅を相当戸数供給する事業） 

●補助の内容 
・補助対象事業費  調査設計費、土地整備費、共同施設整備費（タイプにより異なる） 
※建設補助：〔共同施設整備費の２／３〕国１／２、都１／４、区１／４ 

●認定の効果 
 税制上の優遇措置及び融資上の優遇措置を受けられる。 
 

対象区域 ①認定対象区域（重点供給地域） ：２３区全域 
②補助対象区域  
 環状６号線の内側（センター・コア・エリア（※））及び特に住宅供給の促進を図るべ

き地区（特定促進地区）として東京都住宅マスタープランで定めた地域 
※豊島区 認定対象区域：全域 

補助対象区域：首都高速中央環状線の内側 及び 
居住環境総合整備事業の「南長崎二・三丁目地区」 

 
※センター・コア・エリア 
「東京構想 2000」で定めるエリアの一つ。首都高速中央環状線の内側の地域であり、「都
心」「下町」「西部副都心一帯」の主な３つの要素から成り立っている。 
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実績 ５団地 ５３０戸を供給（平成１３年度末） 
 

地 区 名 
事業 
タイプ 

戸数 建 築 概 要 

西池袋四丁目地区 
●認定、補助 
〔平成９年３月竣工〕 

共同化 
タイプ 

 ４８戸 

敷地面積 1,568 ㎡、地上７階、空地面積 512 ㎡ 
●開発行為許可 
分譲３４戸、賃貸８戸、権利者用６戸 
分譲価格 3LDK（74 ㎡）5,920 万 ほか 

上池袋四丁目地区 
●認定、補助 
〔平成 10 年３月竣工〕 

共同化 
タイプ  ７２戸 

敷地面積 1,545 ㎡、地上 10 階、空地面積 592 ㎡ 
分譲４３戸、賃貸１３戸、権利者用１６戸 
分譲価格 3LDK（76 ㎡）5,770 万 ほか 

南池袋二丁目地区 
●認定、補助 
〔平成11年11月竣工〕 

共同化 
タイプ 

１１５戸 

敷地面積 1,794 ㎡、地上 23 階、空地面積 592 ㎡ 
●開発行為許可、総合設計制度 
分譲８４戸、賃貸なし、権利者用３１戸 
分譲価格 2LDK（64 ㎡）5,850 万 ほか 

目 白二丁目地区 
●認定、補助 
〔平成11年11月竣工〕 

共同化 
タイプ  ９８戸 

敷地面積 1,359 ㎡、地上 14 階、空地面積 622 ㎡ 
分譲８６戸、賃貸６戸、権利者用６戸 
分譲価格 2LDK（66 ㎡）4,900 万 ほか 

西巣鴨三丁目地区 
●認定、補助 
〔平成 12 年５月竣工〕 

共同化 
タイプ １９７戸 

敷地面積 3,602 ㎡、地上 14 階、空地面積 800 ㎡ 
分譲１７４戸、賃貸５戸、権利者用１８戸 
分譲価格 2LDK（60 ㎡）3,680 万 ほか 

 
 

５３０戸  

 
※上記のほか区内で事業中の地区 

地 区 名 
竣工予
定 

戸数 建 築 概 要 

東池袋五丁目地区 
●認定のみ 
（認定：13 年 8 月） 

15 年 
２月 

４９戸 
敷地面積 796 ㎡、地上 14 階、空地面積 362 ㎡ 
分譲４９戸、賃貸なし 
分譲価格 3LDK（69 ㎡）5,200 万予定 ほか 

上池袋一丁目地区 
●認定のみ 
（認定：14 年 3 月） 

16 年 
３月 

３５戸 
敷地面積 1,003 ㎡、地上 14 階、空地面積 362 ㎡ 
分譲なし、賃貸３５戸 
分譲価格 3LDK（69 ㎡）5,200 万予定 ほか 

西巣鴨二丁目地区 
 

未定 ６０戸 
敷地面積 1,158 ㎡ 
権利関係の紛争により事業休止中 

  
経費 ●事業費（決算額）の推移 

年 度 地区数 決算額（千円） うち一般財源 

 ７年度 １地区 29,252 7,313 

 ８年度 ３地区 219,968 54,992 

 ９年度 ４地区 162,052 40,513 

１０年度 ３地区 372,936 93,234 

１１年度 １地区 676,300 169,075 

１２年度 １地区 61,116 15,279 

１３年度 １地区 0 0 

１４年度（予算） １地区 50,604 12,651 

※同一の地区が複数年度にわたっている場合がある。 
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９ 高齢者等住み替え家賃助成事業 高齢者等 
 

根拠法令 豊島区高齢者世帯等住み替え家賃等助成要綱 
事業目的 民間の賃貸住宅に居住している者で、取り壊しにより転居を求められている高齢者、障

害者、ひとり親家庭を対象として、転居後の家賃の一部を助成し、住み慣れた地域での居

住の安定を図る。 
 

対象世帯 ①６５歳以上のひとり暮らし、または６５歳以上の高齢者のみの世帯 
②身体障害者手帳４級以上、愛の手帳３度以上の者及びその者を含む世帯 
③ひとり親家庭 
・区内に引き続き２年以上居住していること 
・取壊しによる立退き要求を受けている住宅に居住していること 
・住宅に困窮していることが明らかであること 
・月額所得が 198,000円以下の世帯であること 
・生活保護法による保護を受けていないこと 

 
事業内容 ①家賃助成額 

 従前家賃と転居後家賃の差額の一部を助成。 
１３年度以降の新規助成者は、月額 20,000円を上限とする。 
 １２年度以前の助成者については、単身で 30,000円、世帯で 50,000円を上限とする。 
②助成期間 
 １３年度以降の新規助成者は４年間。 
 １２年度以前の助成者については、原則として期間なし。 
●事業の見直し 
東京都の補助事業（家賃助成額の１／２を補助）が１８年度で廃止されることに伴い、

豊島区においても、一定の見直しを行った。 
・１３年度の新規助成から上限 20,000円、期間を４年に変更 
・１４年 10月から１２年度以前の助成者の基準額を引き下げ、上限額を設定 
（※１８年度まで激変緩和措置を実施） 

 
実績 ●助成対象者 １４７世帯（平成１３年度末） 

高齢者１３３世帯、障害者１３世帯、ひとり親１世帯 
助成の推移 

（内訳） 
年度 新規助成 助成取消 

年度末 
助成者 高齢者 障害者 ひとり親 

８年度 ３１ １３ １２３ １１２ ９ ２ 

９年度 ３１ ９ １４５ １２８ １４ ３ 

１０年度 １６ １４ １４７ １３０ １４ ３ 

１１年度 ２０ １５ １５２ １３７ １３ ２ 

１２年度 １６ １４ １５４ １３９ １４ １ 

１３年度 ７ １４ １４７ １３３ １３ １ 
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●助成額（平成１４年度） 

 対象者数 助成額の平均 

高齢者世帯 １３３世帯  30,500 円 

障害者世帯 １３世帯  27,700 円 

ひとり親世帯 １世帯  85,000 円 

 
●都補助事業１８年度廃止に伴う２３区の対応状況（平成１４年度当初） 

 １２年度以前の助成者 １３年度以降の新規助成者 

１８年度までに 
助成を廃止する区 

１４区 １６区 

一定の見直し実施後 
助成を継続する区 

３区 
助成額１／２で終身助成 
上限額を設定して終身助成 

２区 
助成期間の限定 
（２年、４年） 

従来どおり継続する区 ６区 ５区 

 
 

経費 
コスト 

●事業費（決算額）の推移 

年 度 助成世帯数 決算額（千円） うち一般財源 

 ９年度 １４５世帯 59,273 36,442 

１０年度 １４７世帯 58,546 36,909 

１１年度 １５２世帯 60,624 37,284 

１２年度 １５４世帯 61,149 37,300 

１３年度 １４７世帯 54,590 33,740 

１４年度（予算） １６２世帯 56,141 34,049 

※13 年度以降の新規助成は上限２万円 

※14 年 10 月以降、12 年度以前の既助成者の上限設定（単身３万円、世帯５万円） 

 

●サービスコスト（１３年度決算） 

財源内訳（千円） 経費 

（千円） 都補助金 一般財源 

住み替え家賃 
助成（147世帯） 

54,590 20,850 33,740 

世帯あたり費用 371 142 230 

※「世帯あたり費用」は経費を 147 で除して計算している。 

※都補助金は１８年度で廃止。１９年度以降は区の単独事業となる。 
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１０ ファミリー世帯住み替え家賃助成事業 中堅所得 
ファミリー 

【新規受付休止中】 
根拠法令 豊島区ファミリー世帯住み替え家賃助成要綱 
事業目的 民間の賃貸住宅に居住している者で、居住水準の向上を求めて、区内の良質な賃貸住宅

に住み替えを希望するファミリー世帯に対して、住み替え後の家賃の一部を助成し、定住

の促進を図る。 
 

対象世帯 区内に引き続き１年以上居住していること 
（ただし、区内の賃貸住宅に１年以上居住する親と同居するために転居する場合は除

く。） 
義務教育終了前の児童を扶養し同居していること 
現在居住している賃貸住宅の住戸面積が最低居住水準未満であること 
転居後の賃貸住宅の住戸面積が最低居住水準を満たすこと 
月額所得が 601,000円以下の世帯であること 
生活保護法による保護を受けていないこと 

事業内容 ①家賃助成額 
 転居前と転居後の実家賃の差額の一部を助成。ただし、50,000円を上限とする。 
②助成期間 
 １０年を限度。翌年度以降は毎年１０％ずつ逓減した額とする。 
  

実績 ●助成対象者 ６９世帯（平成１３年度末） 
助成の推移（１２年度以降新規募集休止） 

年度 募集世帯数 応募世帯数 倍率 新規助成 助成取消 
年度末 
助成世帯 

６年度 ５０ １３６ ２．７ ３５ ―― ３５ 

７年度 ５０ ９２ １．８ ３６ ４ ６７ 

８年度 ２０ ３１ １．６ １４ ９ ７２ 

９年度 ２０ ４６ ２．３ １３ ６ ７９ 

１０年度 ２０ ４８ ２．４ １４ １０ ８３ 

１１年度 ２０ ３９ ２．０ １３ ９ ８７ 

１２年度 ―― ―― ―― ―― ８ ７９ 

１３年度 ―― ―― ―― ―― １１ ６８ 

 
●助成取消者の理由 

年度 
区内 
自宅購入 

区内転居 
公共賃貸 
住宅入居 

区外転出 
所得超過 
子供 18 歳 

その他 

７～１３ 
の合計 

１１ ３ ８ ２３ ３ ９ 

７年度 ０ ０ １ ３ ０ ０ 

８年度 ０ ０ ２ ５ １ １ 

９年度 １ ０ １ ３ ０ １ 
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１０年度 ２ １ １ ４ ０ ２ 

１１年度 １ １ ３ ３ ０ １ 

１２年度 １ ０ ０ ４ ２ １ 

１３年度 ６ １ ０ １ ０ ３ 

※１３年度のその他（ひとり親家庭で安心住まいに入居 ２世帯、生活保護 １世帯） 
  

経費 
コスト 

●事業費（決算額）の推移 

年 度 助成世帯数 決算額（千円） うち一般財源 

 ９年度 ７９世帯 35,437 35,437 

１０年度 ８３世帯 34,420 34,420 

１１年度 ８７世帯 34,150 34,150 

１２年度 ７９世帯 31,212 31,212 

１３年度 ６８世帯 24,342 24,342 

１４年度（予算） ７２世帯 19,933 19,933 

 

●サービスコスト（１３年度決算） 

財源内訳（千円） 経費 

（千円） 都補助金 一般財源 

借上住宅 
（６８世帯） 

24,342 なし 24,342 

世帯あたり費用 358 なし 358 

※「世帯あたり費用」は経費を６８で除して計算している。 
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１１ 住宅建設資金融資あっせん・利子補給事業 
【新規受付休止中】 

根拠法令 豊島区住宅建設資金融資あっせん及び利子補給要綱 
事業目的 自ら居住するための住宅の建設・購入、増築、またはマンションを購入しようとする者

が、公的資金を活用してもなお資金が不足する場合に、区が融資のあっせんを行うととも

に利子補給を行い、定住の促進と住環境の向上を図る。 
 

申込資格 住宅金融公庫の融資を利用すること 
区内に引き続き１年以上居住していること 
（ただし、区内に住む高齢者・障害者と同居する場合及び二世帯住宅、区内に土地を所

有している場合を除く。） 
配偶者または同居の親族がいること 
申請時の年齢が２０歳以上であり、償還完了年齢が７０歳以下であること 
前年の年間所得が 1,200万円以下で、年間償還額の３倍以上の収入があること 
連帯保証人または信用保証機関の保証を受けること 

 
事業内容 ①融資あっせん限度額 

一般住宅 （一般）3,000万円（加齢対応型）3,100万円 
高齢者等同居世帯住宅 （加齢対応型）3,100万円 
二世帯住宅 （加齢対応型）3,600万円 
増築 （一般）1,000万円（加齢対応型）1,100万円 

②償還方法 
融資利率 （変動金利）長期プライムに連動（固定金利）公庫金利に連動 
償還期間 固定金利 20年以内、変動金利 30年以内 
償還方法 元利均等月賦償還（ボーナス併用可） 

③利子補給 
変動金利 （一般）１．０％（加齢対応型）１．５％ 
固定金利 （一般）１．５％以内（加齢対応型）一般に０．５％加算 

  
実績 ●融資あっせんの実績 

年度 申込件数 融資実行件数 平均融資実行金額 

９年度 １３ ３ 1,740 万円 

１０年度 １１ ３ 1,550 万円 

１１年度 １０ ６ 1,390 万円 

１２年度 ―― ３ 1,236 万円 

１３年度 ―― １ 1,350 万円 
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１２ 住宅修築資金融資あっせん・利子補給事業 
【新規受付休止中】 

根拠法令 豊島区住宅修築資金融資あっせん要綱 
事業目的 自己居住用住宅の居住環境を改善するための修繕、及び加齢対応のバリアフリー化の改

修をしようとする者で、自己の資金だけで修築することが困難なものに対し、区が融資の

あっせんを行うとともに利子補給を行い、居住性の改善を図る。 
 

申込資格 区内に引き続き１年以上居住していること 
配偶者または同居の親族がいること 
住宅金融公庫の融資を利用すること 
償還完了年齢が７５歳以下であること 
前年の年間所得が 1,200万円以下で、年間償還額の３倍以上の収入があること 
連帯保証人があること 

 
事業内容 ①融資あっせん限度額 

修築工事費の８０％以内でかつ、あせっん限度以内 
限度額（一般）800万円（加齢対応型）900万円 

②償還方法 
・融資利率 ２．５％（１４年４月からは２．４％） 
・償還期間 融資額に応じて６年～２０年以内 
・償還方法 元金均等月賦償還 

③利子補給 
（一般）０．５％（加齢対応型）１．０％ 

 
実績 ●融資あっせんの実績 

年度 申込件数 融資実行件数 平均融資実行金額 

８年度 ３０ ―― ―― 

９年度 ２０ １９ ３２７万円 

１０年度 ６ ８ ４５７万円 

１１年度 ７ ５ ５３２万円 

１２年度 ７ ４ ５０８万円 

１３年度 ３ ３ ２２２万円 
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１３ 住宅リフォーム資金助成事業 
【１４年度未実施】 

根拠法令 豊島区住宅相談員設置要綱 
事業目的 自己用住宅の改良改善工事を行う区民に対して資金の一部を助成し、自己用住宅の居住

環境の改善を促進するとともに、区民の消費を促すことにより区内施工業者の振興を図

る。 
 

施策対象 
事業内容 

（１）助成対象工事（１３年度の内容） 
①区内にある自己の居住のための住宅であること（自己が居住する賃貸住宅を含む。） 
②区内の施工業者による工事であること 
③工事額が２０万円以上の工事であること 

（２）助成金額（１３年度の内容） 
工事見積額の５％で１０万円を限度とする。 

 
実績 
経費 

●住宅相談の実績 
年度 予算額 助成率 助成上限額 助成件数 助成総額 工事金額 

１１年度 500 万円 ５％ 15 万円 ７４件 507 万円 １億 3,800 万円 

１２年度 実施せず － － － － － 

１３年度 300 万円 ５％ 10 万円 50 件 299 万円 7,400 万円 

  
●工事内容 

 主な工事内容（件数） 
１１年度 風呂・台所・トイレなど水回り（51）、塗装工事（8）、居室改修（5）、

外装工事（4）、屋根・屋上改修（9）、サッシ等（5） 
１３年度 風呂・台所・トイレなど水回り（18）、塗装工事（11）、居室改修（8）、

フローリング等（3）、屋根・屋上改修（6）、サッシ等（2）、暖房改装
工事（2） 
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１４ 高齢者自立支援住宅改修事業（介護保険による住宅改修を含む） 
 

根拠法令 介護保険法、高齢者自立支援住宅改修事業実施要綱 
事業目的 住宅内の段差解消、手すりの取付など、身体機能の低下に対応した住宅改修を促進する

ことにより、高齢者等の安心・快適で自立した生活を支援する。 
 

施策対象 
事業内容 

（１）介護保険事業（介護保険法） 
対象：介護保険の要介護認定で「要支援」「要介護」と認定された方 

対象となる住宅改修工事 助成限度額 
①手すりの取りつけ 
②段差の解消 
③滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更 
④引き戸等への扉の取替え 
⑤洋式便器等への取替え 
⑥上記の改修に付帯して必要な次の施設改修工事 

支給限度基準額 
各工事合計 
２０万円 
１割は本人負担 

 
（２）設備改修助成事業（区要綱） 
対象：６５歳以上、介護保険で「要支援」「要介護」と認定された方で、区長が 

住宅改修について必要と認めた方 
対象となる住宅改修工事 助成限度額 助成限度額 

①浴槽の取替え 379,000円 
②便器の洋式化 106,000円 
③流し、洗面台の取替え 156,000円 

身体障害者手帳の級や障害の部位等

による制限があります。 
本人負担は所得により０～１割 

 
（３）予防的改修事業（区要綱） 
対象：６５歳以上、介護保険で認定結果が「非該当」となった方で、区長が 

住宅改修について必要と認めた方 
対象となる住宅改修工事 助成限度額 

①手すりの取りつけ 
②段差の解消 
③滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更 
④引き戸等への扉の取替え 
⑤洋式便器等への取替え 
⑥上記の改修に付帯して必要な次の施設改修工事 

支給限度基準額 
各工事合計 
２０万円 
本人負担は 
所得により０～１割 

  
実績 ●介護保険導入以前の実績 

年度 浴室 玄関 トイレ 台所 居室 階段等 合計 
９年度 128 139 173 8 58 3 509 
10年度 189 206 230 14 74 1 714 
11年度 287 292 319 5 77 0 980 
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●介護保険導入後の実績 
（１）介護保険 
年度 手すりの

取り付け 
段差の 
解消 

床材の 
変更 

扉の 
取替え 

洋式便器等

への取替え 
合計 

12年度 314 122 32 50 32 550 
13年度 552 213 67 73 65 970 

  
 
（２）区施策 

予防的助成 設備改修助成 
年度 

手すり 洋式便器 その他 浴槽 流し 洋式便器 
12年度 １１ ０ ０ ７ ０ ７ 
13年度 13 0 1 3 1 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 27 

 

１５ 高齢者等入居支援事業（旧・住宅あっせん事業） 高齢者等 
 

根拠法令 豊島区高齢者等入居支援事業実施要綱、高齢者の居住の安定確保に関する法律 
事業目的 民間賃貸住宅の確保が困難な高齢者等に対して、賃貸住宅の情報の提供等を通じて入居

支援を行うことにより、高齢者等の居住継続を図る。また、身元保証人を確保することが

困難な高齢者に対しては、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく制度等を活

用して支援を行う。 
 

施策対象 （１）住宅情報の提供等 
現に区内に居住している次の者 
①６０歳以上のひとり暮らし、または６０歳以上の高齢者のみの世帯 
②「身体障害者手帳」４級以上、「愛の手帳」中程度以上の者及びその者を含む世帯 
③ひとり親家庭 

（２）身元保証制度（利用助成） 
①６０歳以上者で構成される世帯 
②区内に引き続き２年以上居住していること 
③住宅に困窮していること 
④月額所得が 200,000円以下の世帯であること 

 
事業内容 （１）住宅情報の提供等 

社団法人宅地建物取引業協会豊島区支部と連携し、次の事業を行う。 
①本事業に協力する不動産店リストの作成、提供 
②高齢者等の入居を受け入れる賃貸住宅情報の収集、提供 
（※国の高齢者円滑入居賃貸住宅登録・閲覧制度への登録促進） 
③高齢者等の入居を受け入れる賃貸住宅物件の照会、情報提供 

（２）身元保証等 
 身元保証に替わる国や都の制度を利用する者に対して助成を行う。 
①国の家賃債務保証制度の保証料 
②東京都防災建築まちづくりセンターの「あんしん入居制度」利用料 
（※葬儀、家財撤去にかかる預託金を除く。） 

（３）賃貸住宅バリアフリーリフォーム助成 
本事業により高齢者等の入居を受け入れた賃貸住宅の家主に対して、バリアフリーリフ

ォームにかかる費用の一部を助成する。（上限４０万円） 
 

実績 
経費 

※平成１３年度までは「住宅あっせん事業」として実施 
●住宅あっせん・契約の実績 

年度 契約件数 年度 契約件数 

８年度  ７ １１年度 ０ 

９年度 １０ １２年度 ７ 

１０年度  ２ １３年度 １ 

※経費は事務経費程度 
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１６ 住宅相談事業 
 
根拠法令 豊島区住宅相談員設置要綱 
事業目的 住宅・不動産の売買、借地、借家等に関連する法令や制度の専門的な相談に対応する機

会を提供することにより、消費者保護の観点から、住宅・不動産の適正な取引への支援を

行う。 
 

事業内容 （１）住宅相談員の設置 
宅地建物取引業協会豊島区支部の協力を得て、会員を相談員として委嘱する。 
相談員の数 １７名（任期２年） 

（２）相談の実施 
①毎週水曜日 午後１時～４時（毎回２名の相談員を配置） 
②場所 豊島区民センター 

（３）相談項目 
住宅相談、不動産相談、マンション相談 

 
実績 ●住宅相談の実績 

年度 相談開催回数 相談件数 

１１年度 ４６回 ２５９件 

１２年度 ４９回 ２４８件 

１３年度 ４８回 ２０１件 

 
 
 
 

経費 １３年度決算における事業費 ４３６千円 
 
※ 住宅相談員に対する謝礼 １回、４，５００円 
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１７ 窓口における住宅相談の状況 
 
住宅困窮者の相談内容（住宅相談記録による）  平成１４年 ３月３１日現在 

対     象     者 
項    目 

高齢者 障害者 ひとり親 その他 

相 談 事 由 
合 計 

単身者 世帯 単身者 世帯 世帯 単身者 世帯 

取り壊しによる立ち退き ３９ ２８ ２ ２ １  ３ ３ 

高齢による立退き １１ １１       

高齢による契約更新拒否 ７ ６ １      

アパート・住宅の老朽化 １８ １４ １ １    ２ 

将来の不安（身体的・経済的） １４ ９ １  １  ２ １ 

身体機能の低下による居住不安 ２５ １０ ６ １ ２  ２ ４ 

高額家賃の負担 ４０ １９ ８ ２ ３ １ ２ ５ 

自己所有住宅の売却・競売 １０ ２ ３   １ ２ ２ 

親族名義住宅・社宅からの退去 ２７ １３ ２ ３  ５ １ ３ 

家主の都合（親族の利用・改装） ７ ７       

家主の都合（売却・地主へ返還） ４ ３ １      

家主・親族・近隣とのトラブル ２４ １６ １    ３ ４ 

家賃滞納 ４ １     １ ２ 

道路拡幅 ３ １  １ １    

火災による罹災 ４       ４ 

保証人がいない ４ ３     １  

合    計 ２４１ １４３ ２６ １０ ８ ７ １７ ３０ 
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○ 東京都豊島区住宅基本条例 
平成五年三月三十日 

条例第十五号 
(目的) 

第一条 この条例は、東京都豊島区(以下「区」という。)における住宅政策の基本理念及び施策の基本となる事項を定め
ることにより、区民の住生活の安定を図り、もって生活の豊かさを実感できる住宅及び住環境の創造に寄与することを
目的とする。 
(基本理念) 
第二条 区は、安全で快適な住宅及び良好な住環境を確保することが、安定した区民生活にとって欠くことのできない基
礎的条件であることを確認し、すべての区民がその人間性を尊重され、安心して住み続けられるとともに、豊かな地域
社会を形成できることを目標とした住宅政策を総合的に推進するものとする。 
(用語) 

第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 事業者 区の区域内において開発事業を行う者をいう。 
二 開発事業 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に定める開発行為及び建築基準法(昭和二十五年
法律第二百一号)第二条第十三号に定める建築をいう。 

(区の責務) 
第四条 区は、第二条に定める基本理念を実現するため、国、東京都及び関係機関との連携を図り、地域の特性に応じた
住宅施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。 

2 区は、住宅施策を推進するため、住宅及び住環境に関する情報を区民及び事業者(以下「区民等」という。)に提供しな
ければならない。 
(区民等の責務) 
第五条 区民は、良質な住宅及び良好な住環境の維持及び改善に努めなければならない。 
2 事業者は、良質な住宅の供給、良好な住環境の形成及び区が実施する住宅施策への協力に努めなければならない。 

(財源の確保) 
第六条 区は、住宅施策のための安定的な財源の確保に努めるものとする。 

(マスタープランの策定) 
第七条 区長は、住宅政策を総合的かつ計画的に推進するため、東京都豊島区住宅マスタープラン(以下「マスタープラン」
という。)を策定する。 

2 マスタープランにおいては、次に掲げる事項について定める。 
一 居住水準及び住環境水準の目標 
二 住宅供給の目標量及び目標年次 
三 前号の目標を達成するために必要な住宅供給の促進に関する施策 
四 住宅市街地の整備の方向及び整備手法に関する事項 
五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

 
3 区長は、区民の住宅需要の動向その他の社会経済情勢の変化に応じて、マスタープランの見直しを行う。 
4 区長は、マスタープランを策定し、又は変更しようとするときは、東京都豊島区住宅対策審議会(以下「審議会」とい
う。)の意見を聴かなければならない。 

5 区長は、マスタープランを策定し、又は変更したときは、区の広報紙への掲載その他の適切な方法により、区民等に
周知しなければならない。 
(住宅白書の作成等) 
第八条 区長は、区の区域内の住宅及び住環境の実態を的確に把握するため、これらに関する調査を定期的に実施すると
ともに、東京都豊島区住宅白書として作成し、公表する。 
(公共住宅の供給促進等) 
第九条 区は、第一条の目的を達成するため、区営住宅、区立住宅及び区が借り上げる良質な民間住宅(以下「区営住宅等」
という。)の供給を促進し、かつ入居管理の適正化のための施策を推進しなければならない。 

2 区は、区営住宅等を供給する場合において、高齢者、障害者等の福祉の向上を図るため、必要な配慮を行う。 
3 区は、区営住宅等の入居者の住居費負担について、入居者の収入、住宅の立地条件及び規模等を勘案し、供給目的に
応じた適切な水準となるよう努める。 
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4 区は、東京都、都市基盤整備公団その他の関係機関に対して、公共住宅等の整備について要請する。 
(平一二条例六七・一部改正) 

(区民の住宅建設等に対する支援) 
第十条 区は、住宅の質を向上させるため区民が自ら居住する住宅を建て替え、又は改良等を行おうとする場合において、
技術的又は経済的な支援を行うことができる。 

2 前項の支援を行う場合において、当該住宅が多世代の居住に資するとき、及び高齢者又は障害者の利便の向上に資す
るときは、当該支援について特別な配慮をする。 
(良質な中高層集合住宅の供給誘導) 

第十一条 区は、区の区域内において中高層集合住宅を建設する事業者に対して、当該住宅が適切な規模並びに快適な住
生活を営むために必要な性能及び設備を備え、かつ良好な住環境の形成に寄与するものとなるよう指導を行う。 
(高齢者等に対する支援) 
第十二条 区は、高齢者、障害者等に対して、住み慣れた地域において居住を継続できるよう家賃助成その他の適切な支
援を行うことができる。 
(民間住宅に係る相談) 
第十三条 区は、良質な民間住宅の供給を図るため、区民等に対して住宅に関する相談を実施する。 

(民間賃貸住宅への入居等に関する啓発) 
第十四条 区は、民間賃貸住宅に入居しようとしている者又は入居している者が、高齢、障害、国籍等の理由により、入
居の機会が制約され、又は居住の継続が制限されることがないよう、賃貸人その他の関係者に対する啓発に努める。 
(まちづくりに関する施策との一体性の確保) 
第十五条 区は、良質な住宅の供給及び良好な住環境の形成を図るため、住宅施策とまちづくりに関する施策とを一体的
に推進するよう努める。 
(土地建物の共同化等への支援) 
第十六条 区は、地域の特性に応じた土地及び空間の有効活用により、住宅の確保及び住環境の整備を図るため、土地建
物の共同化等を促進するための支援を行うことができる。 
(区民に対する助言等) 
第十七条 区は、住環境の維持及び向上を図るために区民が自主的に行う活動に対して、必要な助言及び援助を行う。 

(審議会) 
第十八条 区の住宅政策の適切な推進を図るため、区長の附属機関として、審議会を置く。 
2 審議会は、区長の諮問に応じ、第七条に定めるマスタープランの策定及び変更に関する事項その他の住宅施策に関す
る事項を審議して答申する。 

3 前項に定めるもののほか、審議会は、住宅施策に関する重要な事項について、区長に意見を述べることができる。 
4 審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員をもって組織する。 
一 学識経験者 九人以内 
二 区議会議員 六人以内 
三 区民 五人以内 

5 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 
6 審議会に、会長を置く。 
7 会長は、委員の互選によって定める。 
8 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 
9 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 
10 審議会は、区長が招集する。 
11 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。 
12 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 
13 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。 

(平一三条例六一・一部改正) 
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則(平成一二年一一月一日条例第六七号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
附 則(平成一三年一一月一日条例第六一号) 

この条例は、公布の日から施行する。 































（校） 定員(人) （校） 定員(人) （校） 定員(人)

新宿区 58 38,607 19 12,682 77 51,289

渋谷区 40 34,142 14 7,478 54 41,620

豊島区 41 24,237 4 600 45 24,837

千代田区 31 27,359 10 4,987 41 32,346

世田谷区 17 4,837 13 6,295 30 11,132

中野区 20 8,234 4 780 24 9,014

文京区 13 7,640 6 1,255 19 8,895

北区 7 5,562 12 3,372 19 8,934

品川区 17 4,358 1 550 18 4,908

杉並区 16 6,702 1 240 17 6,942

大田区 12 8,970 5 1,120 17 10,090

台東区 11 7,771 5 2,460 16 10,231

板橋区 10 3,016 4 720 14 3,736

江戸川区 13 11,569 1 275 14 11,844

港区 10 5,870 3 2,900 13 8,770

葛飾区 8 2,060 5 810 13 2,870

墨田区 6 5,225 6 1,385 12 6,610

足立区 6 1,125 6 1,090 12 2,215

目黒区 7 1,621 4 700 11 2,321

荒川区 6 2,340 3 1,130 9 3,470

練馬区 5 834 2 460 7 1,294

江東区 4 1,840 3 834 7 2,674

中央区 3 1,040 1 50 4 1,090

２３区計 361 214,959 132 52,173 493 267,132

特別区２３区における専修学校・各種学校設置状況

(平成１３年５月１日現在・休校中を除く　東京都私立学校名簿調べ）

区名
専修学校 各種学校 計

第二部会資料 参考資料

(ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ税) ①



１．調査概要

　（１）ワンルーム型分譲マンション
　　　　①１９９６年１月から２００１年１１月までに竣工した分譲型マンションのうち、３２棟1,377戸を抜粋調査。

　　　　②抜粋は２５㎡以下のものが総戸数の８割以上とした。（２５㎡の分類については登記簿数値による）

　　　　③登記簿、住民基本台帳の調査は平成14年5月31日現在による。

　（２）ファミリー型分譲マンション
　　　　①１９９６年１月から２００１年１１月までに竣工した分譲型マンションのうち、９棟1,455戸を抜粋調査。

　　　　②２５㎡以下の分類については登記簿数値による。

　　　　③登記簿、住民基本台帳の調査は平成14年8月1日現在による。

２．調査結果

　（１）ワンルーム型分譲マンション

　①　調査結果総括表

棟数・戸数 32 1,377 1,321 56 95.9% 43 41

　②　25㎡以下ワンルームマンション所有者の居住地別一覧 単位；人

計 豊島区 都内22区 都下 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県

1,321 63 215 98 171 160 132 54

愛知県 静岡県 大阪府 長野県 栃木県 兵庫県 群馬県 その他

49 49 31 31 25 23 22 198

　③　25㎡以下ワンルームマンションの住民基本台帳登録状況

　登録有り 登録率

（戸）Ｂ
登録人数
（人）

１戸平均登録者
数(人)

Ｂ／Ａ
　【所有者＝居住者】
　1,321戸のうち、実際
　に所有者が居住して
　いたもの＝　１戸

計
　
Ａ

1,321 764 803 1.05 557 57.8%

登録無し
（戸）

豊島区内分譲マンション　所有者・居住者調査

25㎡
以下戸数
Ｃ（戸）

25㎡
超の戸数
（戸）

区分
調査棟数

Ａ
（棟）

総戸数
Ｂ

（戸）

１棟当りの
平均戸数
Ｂ／Ａ
（戸）

１棟当りの
25㎡以下
平均戸数

Ｃ／Ａ（戸）

　25㎡以下
　割合
　　Ｃ／Ｂ
　　（％）



　（２）ファミリー型分譲マンション

　①　調査結果総括表

棟数・戸数 9 1,455 4 1,451 99.7% 162 161

　②　ファミリーマンション所有者の居住地別一覧 単位；人

計 豊島区 都内22区 都下 埼玉 大阪 神奈川 その他

1,451 1,302 88 4 12 8 7 30

　③　ファミリーマンションの居住者住民基本台帳登録状況

　登録有り 登録率

（戸）Ｂ
登録人数
（人）

１戸平均登録者
数(人)

Ｂ／Ａ

計
　
Ａ

登録無し
（戸） 　【所有者＝居住者】

　1,451戸のうち、実際
　に所有者が居住して
　いたもの＝　1,168戸

1,451 1,313 3,047 2.32 138 90.5%

区分
調査棟数

Ａ
（棟）

総戸数
Ｂ

（戸）

　25㎡超の
　割合
　　Ｃ／Ｂ
　　（％）

１棟当りの
平均戸数
Ｂ／Ａ
（戸）

１棟当りの
25㎡超の
平均戸数

Ｃ／Ａ（戸）

25㎡
以下戸数
（戸）

25㎡
超の戸数
Ｃ（戸）

豊島区
5% 都内22区

16%

都下
7%

他府県
72%

豊島区
90%

都下
0%

他府県
4%

都内22区
6%

ワンルームマンショ
ン

ファミリーマン
ション

登録無し
42% 登録有り

58%
登録有り

90%

登録無し
10%

住
民
登
録
の
状
況

所
有
者
の
居
住
地



豊島区内分譲型マンション調査対象位置図

　　【凡　例】
　
　　　○；ファミリー型分譲マンション
　　　●；ワンルーム型分譲マンション
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